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第１章 住民監査請求 第２章 住民訴訟

１　制度の意義
２　住民監査請求の対象となる団体
　　⑴ 地方公共団体について
　　⑵ 土地開発公社及び
　　　 地方独立行政法人について
３　請求先
４　請求権者
　　⑴ 住民の国籍、年齢等
　　⑵ 請求権者の住所
５　対象となる職員の範囲
　　⑴ 地方公共団体の長、委員会、職員等
　　⑵ 議会の議員、議長
　　⑶ 地方公共団体の長の専決処分の場合
６　監査請求の対象
　　⑴ 対象となる行為
　　⑵ 財務会計上の行為
　　⑶ 違法又は不当な財務会計上の行為
　　⑷ 請求対象の特定
７　監査請求の内容
８　住民監査請求の要件・手続
　　⑴ 請求手続
　　⑵ 請求の事実を証する書面の添付
　　⑶ 監査請求の期間
９　監査請求の形式的要件と要件審査
　　⑴ 要件審査
　　⑵ 審理手続
　　⑶ 監査の実施
　　⑷ 個別外部監査による監査請求
　　⑸ 勧告を受けた執行機関等の措置
　　⑹ 監査結果に対する賠償請求

１　制度の概要
　　⑴ 制度の経緯
　　⑵ 住民訴訟の法的性格
　　⑶ 住民訴訟の目的
２　住民訴訟の要件
　　⑴ 住民訴訟を行うことができる者
　　⑵ 住民監査請求を経ていること
　　　 (監査請求前置主義)
　　⑶ 住民監査請求と住民訴訟の対象の同一性
３　住民訴訟の類型
　　⑴ ４類型の概要
４　４号請求固有の問題
　　⑴ 当該職員の賠償責任の根拠 
　　⑵ 職員の不当利得返還責任
　　⑶ 職員等以外の者に対する損害賠償・
　　　 不当利得返還請求
　　⑷ 損害の発生
　　⑸ 損害賠償額の算定
　　⑹ 先行行為の違法性
５　住民訴訟の訴訟手続
　　⑴ 管轄
　　⑵ 出訴期間
　　⑶ 別訴の禁止
　　⑷ 当事者能力
　　⑸ 訴訟告知
　　⑹ 訴訟参加
　　⑺ 被告の変更
　　⑻ 訴えの変更
　　⑼ 訴訟の承継
　　⑽ 住民訴訟と和解
　　⑾ 請求の放棄、訴えの取下げなど

第３章 自治体職員にとって
重要な判例・裁判例

１　政教分離に関する判例
２　契約に関する判例
３　地方財政法に関する判例
４　寄付又は補助に関する判決
５　職員の給与等に関する判例
６　土地開発公社に関する判例
７　怠る事実に関する判例
８　議会の議決に関する判例
９　権利放棄議決
10　自治体職員の住民訴訟対策

第４章 住民訴訟制度の課題
と法改正

１　地方制度調査会及び住民訴訟制度の
　　見直しに関する懇談会での議論
２　地方自治法の改正
　　⑴ 改正内容
　　⑵ 施行期日
　　⑶ 地方公共団体の対応

６　訴訟費用
　　⑴ 訴訟費用の敗訴者負担
　　⑵ 原告住民勝訴の場合の弁護士費用の
　　　 負担
７　住民訴訟と民事保全法
８　判決の効力
　　⑴ 既判力
　　⑵ 形成力
　　⑶ 拘束力
９　地方公共団体による上訴
10　４号訴訟の判決後の手続

目　次

DH19990309
長方形


	065698_cat
	back

